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契 約 書

■ 支出負担行為担当官衆議院庶務部会計課長元尾竜一及び支出負担行為担当官参議院庶務

部会計課長高嶋久志（以下「甲」という｡）と公益財団法人日本人事試験研究センター代表

理事千葉恭裕（以下「乙」 という｡） とは、令和5年度国会議員政策担当秘書資格試験

第一次試験（以下「資格試験」 という｡）における多肢選択式試験問題集（以下「問題集」

という｡）の利用等について、次の条項に基づき本契約を締結する。

（総則）

第1条．本契約に定めるもののほか、乙は別添仕様書に基づき問題集を甲に提供し利用さ

せるとともに、次の各号に規定する業務を行うこととし､甲は乙にその契約金額を支払

うこととする。

一問題集及び解答用紙の原稿の作成

二問題集及び解答用紙の印刷 ､

三採点及び結果処理

で

■ （契約期間）

第2条契約期間は契約締結日から令和5年6月27日までとする。

（契約金額） 、

第3条本契約に係る契約金額は、別紙のとおりとする。

（契約保証金）

第4条契約保証金の納付は免除する。

（監督）

第5条甲は､契約の適正な履行を確保するために必要な業務の監督を行う監督職員を
指定して監督を行わせるものとする。

～

《
（成果物）

第6条本件業務に基づく成果物とは、第1条第一号の規定により作成した問題集の原稿

（以下「原稿」 という｡)、同条第二号の規定により印刷した問題集及び解答用紙（以下

「問題集等」 という｡）並びに同条第三号の規定により作成した採点結果を整理した

表（以下「整理表」 という｡） とする。

■
（成果物の納入）

第7条乙は、問題集等の内容確認のため、別添仕様書に定める期日までに、原稿及び

解答用紙を甲に納入するものとする。

2 甲は、前項の内容を検査合格確認後、資格試験に要する問題集等の必要部数を試験

実施日の3日前までに乙に通知するものとし、乙は甲の通知後、印刷した問題集等を

別添仕様書に定める期日までに安全確実な方法で甲に納入するものとする。

3 乙は、資格試験実施後、甲から解答用紙の引渡しを受けた後、別添仕様書に定める

期日までに整理表を甲に納入するものとする。



､

（検査） ． :
第8条乙ほ、各成果物の作成が完了したときは別添仕様書に定める期間内に提出し、
甲の指定する検査職員の検査を受Iﾅなければならない。
2前項の全ての検査に合格したときをもって乙の業務を完了したものとする｡

3 甲は､前条第'項に規定する原稿及び解答用紙の検査合格確認後、当該原稿及び解答
用紙を速やかに乙に引き渡すものとする。

、 0

（試験問題集の保管等）

第9条甲は前条第2項に規定する業務を完了したときは､成果物のうち原稿を速やかに、
乙に引き渡すものとする。

2 乙は甲から引き渡された原稿を.甲の指定する場所において保管することとし、甲の
要請を受けたときは､乙は速やかに原稿を甲に届けなければならない。
3前項の規定は本契約が終了した後も有効とする。

（著作権の帰属）

第10条原稿及び問題集の著作権は乙に属するものとする。
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（秘密の保持等） ．

第11条乙は、業務の履行過程において知り得た甲及び受験者の秘密に属する事項に
ついては､業務期間中のみならず､:業務期間の満了後にあっても､漏えい又は他の目的に
使用してはならない｡ Ⅷ

2 乙は､ ;資格試験の重要性を十分に認識し、取扱いについて慎重を期するとともに、
問題の内容、結果等につい‘で秘密を保持するものとする6

3甲は、資格試験実施に際し受験生が問題集等を持ち出さないような措置を講ずるとと
どする。 ・

4 甲はく資格試験実施後、乙に解答用紙を引き渡す際、使用済みの問題集を速やかに、
乙に返却するものとする。

5甲は、利用する問題集等を複写・転写をすることなく、また、資格試験実施後に
おいてもこれを報道機関､出版社等外部べの発表を行わない。
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（代金の請求及び支払い)

第12条乙は､第8条第1項及び第2項の規定による検査に合格したときは、第3条の
契約単価をもって算出した代金の支払を甲に請求するものとする。
2消費税額及び地方消費税額は､前項の金額に別途加算する。

3前項の消費税額及び地方消費税額は､消費税法第28条第1項及び第29条並びに地
方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき､第1項の金額に100分の
10を乗じて得た金額とする。

‘4 甲は､第'項の規定に基づき乙から適法な請求書を受理したときには､,その日から起
算して30日以内‘に乙に対して代金を支払うものとする。
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（支払遅延利息）

第13条甲において､前条第4項の期限内に契約金額を支払わないときは、その期限の
翌日から支払をする日までの日数に応じ､未支払金額に対し､政府契約の支払遅延防止
等に関する法律第8条の規定に基づき、乙に対し遅延利息を支払うものとする｡

、

《



‘ （下請負） ． ；
第14条乙は､本契約の作業を一括して第三者に請け負わせてはならない。 ‘

2乙ほ､本契約の作業の一部を第三者に請け負わせるときは、あらかじめ次の各号の
事項を記載じた書面を甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお､書面の
記載事項に変更がある場合においても同様とするd
／一履行させる第三者の商号又は名称

二履行させる第三者の住所

三第三者に履行させる業務の範囲

四前号に記載する業務を第三者に履行させる必要性

3 乙は､本契約の作業の一部を第三者に請け負わせたときは､請け負わせた業務に伴う

、負うものとする｡・

4乙は､本契約の作業の一部を請け負わせるときは､乙が本契約を遵守するために必要
な事項について、下請負者と約定しなければならない｡ ． : ． ： ． ､ 、
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（契約の解除） '

第，5条甲は､乙が本契約の履行をしない場合､相当な期間を定めてその履行を催告し､
当該期間内に履行がないときほ､本契約を解除することができる｡ :ｰ
2 甲ば乙に次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは､何らの催告を
：要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一本契約の全部又は一部の履行が不能であるとき｡
二乙が本契約の全部文は一部を履行する意思がない旨を明らかにしたとき。

〆三前各号に掲げる場合のほか､《乙がその債務の履行をせず､甲が前項の催告をしでも
契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないこどが明らかである
とき｡

四本契約の履行について､乙又はその代理人若しくは使用人等に不正行為があった
、 とき。

i . ･ . ･

五第11条第1項､ !第2項前条又は第19条の規定に違反したとき。

六乙が破産手続開始､民事再生手続開始会社更生手続開始若しくは特別清算開始の
申し立てを受け、又は自ら申し立てをしたとき6 、

． 》

（違約金) ，

第16条甲は､乙が次の各号の－に該当するときは、本契約に基づく不履行部分につい

て、当該業務に擦る予定数量に契約単価を乗じて得た金額の:100分の10に相当する
金額を､乙から違約金として徴収するものとする。ただし､この違約金Iま損害賠償金の
性質を有;しないものとする｡ ：
一甲において､乙が本契約に違反し､その違反によって本契約の目的を達成すること
ができないと認めたとき。

二乙が前条第2項に規定する各号の一に該当し、甲が契約の全部又は一部を解除した
とき。
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（談合等の不正行為に係る違約金)

第’7条本契約に関して次の各号の一に該当するときは､乙は､本契約による契約金額
（契約締結後契約金額の変動があった場合にほ変更後の契約金額。なお、 単価で契約
するものにあっては契約金額た予定数量を乗じた金額とするd)の100分の10に
相当する額を違約金として甲が指定する期日までに甲に支払わなければならない。
本契約の履行が完了した後においても同様とする。
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一乙(役員、従業員、代理人その他の者を含む。以下同じ）について、刑法第96条
の6若しくは第198条に規定する刑又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律（以下「独占禁止法」 という｡）第89条第1項に規定する刑が確定した
とき。

二乙若しくは乙が構成事業者である事業者団体について、独占禁止法第95条第1項
第一号又は第二号に規定する刑が確定したとき。 》

三､公正取引委員会が、乙に対し独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の
納付命令を行い､当該納付命令が確定したとき又Iま第7条の4第7項若しくは第7条
の7第3項の規定により課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき（乙が構成事
業者である事業者団体について第8条の3の規定により読み替えて準用される場合に
ついても同様とする)。

四公正取引委員会が乙又は乙が構成事業者である事業者団体に対し独占禁止法第7条
第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項におし｛て準用する場合
を含む)､第8条の2第1項若しくは第3項又ぱ第20条第1項の規定による排除措置
命令を行い､当該排除措置命令が確定したとき。J

2本契約が政府調達に関する協定の適用を受ける場合には、前項第一号又は第二号の
規定に該当し、かつ次の各号の規定のいずれかに該当するときば、乙は前項の金額の
ほか､契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに

一前項第三号に規定する確定した納付鑑について、独占禁止法第7条の3第,項の
､ 規定の適用があるとき。 、 1

二前項第~号又は第二号に規定する刑に係る確定判決において､乙が違反行為の首謀
者であることが明らかになったとき。

三乙が甲に対し、独占禁止糘等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して
いるとき。

3第1項各号の一に該当する場合においては、甲は､ ､契約を解除することができる。
4前各項の規定は､違約金を超えて生じた損害について甲が乙に対して賠償を請求する
ことを妨げない｡

5 乙が違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは､乙は、当該期間を経過した
日から支払をする日までの日数に応じ､延滞起算時点の国の債権の管理等に関する法律
施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の延滞
･金を甲に支払わなければならない。

6本契約に関して第1項又は第2項の各号の~に該当ずる場合には、乙は、当該処分等
に係る関係書類を速やかに甲に提出しなければならない。 ；
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（暴力団の排除） ；

第18条甲は､乙が次の各号の一に該当するときは､催告することなく本契約を解除す
ることができる。
一役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又は
その支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう｡以下同じ｡)が､暴力団
員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対
策法｣ という。 ）第2条第六号に規定する暴力団員(以下｢暴力団員｣という。 ）で
あると認められるとき。

二暴力団(暴力団対策法第2条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ｡ ）又は暴
力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき｡" ：
三役員等が｛自己､自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

－



し

四役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるしjは積極的に暴力団の維持､運営に協力し､若しくは関与していると認め
られるとき。

五役員等が､暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られるとき。

六､下請契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを
知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
七乙が、第一号から第五号までの〃､ずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相
手方としていたとき（前号に該当する場合を除く。 ）･に、甲が乙に対して当該契約の

． ． ；

解除を求め､ ・乙媛これに従わなかったとき。

2 甲は､前項の規奉による本契約の解除によって生じた乙の損害について､賠償の責を：

負わないものとずる・

3乙Iま､第'項の規定による本契約の解除によって甲に損害が生じたときは、その損害
を賠償するものとする。

4甲は､第｡1項の規定により本契約を解除したときは、契約金額(単価で契約するもの
にあっては契約金額に予定数量を乗じた金額とする｡）の100分の1，0に相当する金額

を乙から違約金として徴収するものどする｡ただし､この違約金は損害賠償の性質を有
しないものとする6

. (債権譲渡の禁止）

第19条．乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては
： ． ‐

ならない.ただし､甲の書面による承諾を得たときはこの限り“ない｡

r､’
一ー

（紛争の解決) ‘

第20条本契約に関し甲乙両者間に生じた紛争は、双方協議の上､処理することとし、

なお解決に至らぬときは、申の指定する公機関に解決を依頼するものとする。 ：
. ' - i

‘ (その他）

第21条この契約に定めのない事項及び甲Z間に紛争又は疑義を生じた事項については、
必要に応じて甲乙協議の上､定めるものどする｡
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本契約を締結したことを証するため、本書3通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を
保有する。 ．

令和5年5月19日

■
■
■

東京都千代田区永田町1－7－1

支出負担行為担当官

衆議院庶務部会計課長

甲

元尾竜

支出負担行為担当官

参議院庶務部会計課長 高嶋久

毎一～
〆 ~i

東京都新宿区片町4－3曙橋SHKビル

公益財団法人日本人事試験研究センター

乙

代表理事 千葉恭
』
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令和5年度国会議員政策担当秘書資格試験第一次試験における多肢選択式
試験問題集の利用等に係る基本仕様書

1．目的

国会議員の政策立案及び立法活動を補佐する政策担当秘書に必要な知識
及び能力を有するかどうかを判定するため､第一次試験として多肢選択式に
よる筆記試験を実施し、論文式試験問題の採点対象者を決定する。

I

2委託業務の内容

①問題集及び解答用紙の原稿作成（②と同一の形式とすること）

②問題集及び解答用紙の印刷

r・塞点及び結果処理、 》
～一一

3試験実施日
●

令和5年6月24．日 （土）

4第一次試験合格者発表日

令和5年8月15日（火）

（

試験の内容 ：

①試験種目

'国会議員の政策担当秘書に相応した高度で幅広い内容を有する多肢選
択式による教養問題

②出題分野

社会科学､人文科学､自然科学､時事､文章理解､判断推理数的推理、
資料解釈

③問題の難易度

国家公務員採用総合職試験（大卒）における基礎能力試験及び平成23

， 年度までの国家公務員採用I種試験における教養試験と同程度とする。
④問題数

40題（出題分野ごとの問題数は、主管課（衆議院庶務部議員課） と協

議の上､決定する｡）

⑤解答時間

2時間 ‘

⑥解答方式

マークシート方式

5

、

《＝

，

I



）

＆

少

⑦問題集及び解答用紙の形式

日本産業規格A4判又はB5判，

問題集については問題文が透けて見えない用紙を使用する。 ・
問題集の表紙には､試験問題という表題､注意事項に関する表記並びに
氏名及び受験番号欄の記載をする。

、 解答用紙については解答欄を40題とし､受験番号及び氏名欄を設ける。

ト

6担当者

担当者を置き、連絡を密にすること｡

‘試験実施の当日、試験問題に疑義が生じるなどの事態に備えて、主管課

からの質問に対して即座に回答ができる体制を確保する。

で
‐q一 7 :採点及び結果処理等

①受験者の得点は、粗点（正解数)をそのまま用いるのではなく、平均点、
標準偏差を用いて下記の方法で算出し左「得点（標準点)」 とする．

〔標準点の算出方法〕
粗点一平均点

‘ ‐標準点＝ 15 × ＋50．
’標準偏差

②採点結果は、次のとおり整理した表とする。
･ a.得点度数分布表

得点(標準点)の度数分布をプリントしたもの
b.高得点順名簿

各人の①席次へ②受験番号､③得点(標準点) ・粗点を高得点順にプリン
トしたもの ．

』 ｡ ：

C.受験番号順名簿

各人の①席次､②受験番号､③得点(標準点)粗点を受験番号順にプリン
､ トしたもの ， ‘
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8納期

①問題集及び解答用紙

.a.原稿

令和5年6月12日(月） ．

b.印刷物

令和5年6月23日(金) (主管課から連絡した必要部数を担当者が
・ 持参して主管課の指定する場所に直接納入する）
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②採点及び結果処理等

・ 解答用紙引渡しの翌日 (解答用紙は令和5年6月26日 （月）午前中に
引渡齢定) とし､データ(ｴｸｾﾙ形式､媒体はcD-R):及び用紙に
出力じたもの(各2部)を納入する｡なお､引渡した解答用紙は､採点後、
安全確実な方法で廃棄する｡

9試験問題作成に当たっての留意点

（①出題分野ごとに、一定の専門的知識や経験を有する者が作成すること。
ゞ0出題する試験問題にぱ､)信鎮性及び妥当性があること｡また､正答の確認

を問題作成者以外の者が行っている三と。
③他の公務員試験の出題内容について調査･分析を行う,ことなどによ･りく

〔・纂織差潟辮舅艫灘醗‘曼驚驚懸ミ
外部に公表しないこと。
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